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くらしの

情報

くらしの情報

　市では、介護の知識・技術などを学び、要介護
状態にある人の悪化を防ぐことを目的に、「家族
介護教室」を次の事業所に委託して実施します。
　介護をしている人、介護に興味のある人など、
お気軽にご参加ください。
▶参加料＝無料。

▶申込方法＝電話で各施設（下記参照）へお申
し込みください。
※先着順。
※内容の詳細や送迎の有無に
ついては、各施設へお尋ね
ください。

□家族介護教室の日程など
開催日時 申込締切日場　　所 定 員 申し込み・問い合わせ先

「家族介護教室」に参加しませんか「家族介護教室」に参加しませんか

内　　容

30人

30人
９月29日㊐
10：00～12：00 ９月26日㊍

10月１日㊋

～認知症について、移動介助方法・姿勢
保持について～
認知症の寸劇、移動介助方法・姿勢保持
の実技

～介護の理解と疑似体験～
認知症の基礎知識、疑似体験（アイマスク・
車椅子体験）、質疑応答

グループホーム
あかね苑

☎731288

市社会福祉協議会
栖本支所

☎663367

栖本福祉会館
（栖本町）

くたまふれあい
センター
（久玉町）

10月９日㊌
13：30～15：30

□問本庁（別館）・都市計画課

■対　象＝自分でつくった庭、専門家が手がけ
た庭や花壇、プランターを一般公開できる人。
なお、洋風・和風など庭のタイプは問いません。

■内　容＝庭などの情報をオープンガーデンと
して紹介し、一般公開していただきます。一
般公開する日時や場所は登録者が設定できる
ほか、オープンガーデン用の表示板を配付し
ます。また、庭の写真を掲載した冊子を作成
し、紹介させていただきます。

■期　間＝随時募集します。
■応募方法＝本庁（別館）・都市計画課または各
支所担当課に備え付けの申込書に必要事項を
記入し、同課へ提出または郵送してください。
なお、申込書は市のホームページからも取得
できます。

■応募部門＝●花づくり部門…花を主体とした花壇・
庭などのようすや活動状況●花のある風景部門…花
や緑が美しい風景の写真。

■対　象＝市内の庭・花壇・風景に限る。
■応募期間＝平成26年１月６日㊊まで。
■申込方法＝本庁（別館）・都市計画課または各支所担
当課に備え付けの申込書に必要事項を記入し、花壇
や庭の写真をはった写真シートを添付して、同課へ
提出または郵送（当日消印有効）してください。

　　なお、申込書や写真シートは市のホームページか
らも取得できます。※写真は本年１月１日から12月
末日までに撮影したものに限ります。※写真の使用
や著作権は市に帰属し、写真は返却しません。

■審査・表彰＝部門ごとに審査を行い、平成26年２月
上旬に入賞者を決定します。

天草花咲プロジェクト（花いっぱい運動）のお知らせ

「あまくさオープンガーデン」登録募集「天草市花いっぱいコンクール」作品募集

■申込先＝〒863－8631（住所記載不要）天草市役所・都市計画課

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

要
望
に
応
じ
て
市
職
員
が
集
会
な

ど
に
出
向
き
、
介
護
保
険
制
度
、

介
護
保
険
料
な
ど
に
つ
い
て
説
明

す
る
「
出
前
講
座
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

講
座
の
内
容
や
申
請
方
法
な
ど

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
講
座
の
内
容
＝
介
護
保
険
制
度

の
概
要
、
介
護
保
険
料
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
方
法
な
ど
。

▼
対
象
と
な
る
集
会
＝
次
の
要
件

を
す
べ
て
満
た
す
も
の
。①
自

治
会
や
市
民
団
体
、公
益
法
人
、

企
業
な
ど
の
団
体
の
主
催
で
あ

る
こ
と
②
参
加
費
（
資
料
代
な

ど
を
除
く
）を
徴
収
す
る
な
ど
、

営
利
を
目
的
と
し
て
い
な
い
こ

と
③
政
治
活
動
・
宗
教
活
動
を

新
町
、在
郷
、貝
津
、浜
田
、向
、

原
、
立
石
、
本
郷
、
城
、
友
辻
）。

□問
本
庁
・
水
道
課
／
牛
深
支
所
・

建
設
課
／
御
所
浦
支
所
・
産
業

建
設
課
／
五
和
支
所
・
ま
ち
づ

く
り
推
進
課

　

皆
さ
ん
の
ご
家
庭
や
各
事
業
所

な
ど
に
設
置
し
て
い
る
水
道
メ
ー

タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り
有
効
期

限
が
８
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
市
で
は
８
年
の

有
効
期
限
が
過
ぎ
る
前
に
、
計
画

的
に
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

取
り
替
え
作
業
は
、
業
者
に
委

託
し
て
実
施
し
ま
す
。
屋
外
作
業

で
す
の
で
、
ご
不
在
の
場
合
で
も

取
り
替
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

取
り
替
え
作
業
中
は
、
一
時
的

に
水
道
が
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

□問
本
庁
・
水
道
課
／
各
支
所
担
当

課

目
的
と
し
て
い
な
い
こ
と
④
参

加
人
数
が
お
お
む
ね
10
人
以
上

で
あ
る
こ
と
。

▼
実
施
日
時
＝
原
則
と
し
て
平
日

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま

で
の
間
で
実
施
し
、
時
間
は
90

分
程
度
と
し
ま
す
。

▼
利
用
に
必
要
な
経
費
＝
無
料
。

た
だ
し
、
講
座
を
行
う
会
場
の

借
上
料
な
ど
が
必
要
な
場
合

は
、
申
請
者
の
負
担
と
な
り
ま

す
。

▼
申
請
方
法
＝
本
庁
・
高
齢
者
支

援
課
と
日
程
・
内
容
な
ど
を
調

整
の
う
え
、
本
庁
（
別
館
）・

生
涯
学
習
課
ま
た
は
各
支
所
担

当
課
に
備
え
付
け
の
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
集
会
な

ど
の
実
施
日
の
７
日
前
ま
で
に

本
庁
（
別
館
）・
生
涯
学
習
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

申
請
書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

〔
郵
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・
持
参
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村
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天
草
市
役
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・
生
涯
学
習
課
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Ｘ
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９
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〔
電
子
メ
ー
ル
〕syakyou@

city.

　

am
akusa.lg.jp

□問
本
庁（
別
館
）・
生
涯
学
習
課
／

本
庁
・
高
齢
者
支
援
課

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、
10
月
１

日
現
在
で
、
住
宅
・
土
地
統
計
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
住
生
活
に
関
す

る
も
っ
と
も
基
本
的
な
調
査
で
、

全
国
約
３
５
０
万
世
帯
（
天
草
市

内
で
は
約
４
、０
０
０
世
帯
）の
人

を
対
象
に
し
た
大
規
模
な
調
査
で

す
。

　

９
月
23
日
㊊
か
ら
調
査
対
象
と

な
っ
た
世
帯
に
調
査
員
証
を
身
に

つ
け
た
統
計
調
査
員
が
う
か
が
い

ま
す
の
で
、調
査
票
へ
の
ご
記
入
、

ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回

答
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
本
庁･

政
策
企
画
課

　
「
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム（
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
）」
で
は
、
自

宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所

な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
、
国
税
に
関
す
る
各
種
手

続（
①
所
得
税
、贈
与
税
、法
人
税
、

消
費
税
、
酒
税
や
印
紙
税
の
申
告

②
す
べ
て
の
国
税
の
納
税
③
納
税

証
明
書
の
交
付
請
求
や
法
定
調
書

の
提
出
な
ど
の
申
請
・
届
け
出
な

ど
）
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
８
月
１
日
㊍
か
ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
の
受
付
終
了
時
間
が
午
後

９
時
か
ら
午
前
０
時
に
延
長
さ
れ

ま
し
た
。

　

詳
細
は
、ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.e-tax.

nta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□問
天
草
税
務
署
☎
㉒
２
５
１
０

（※

自
動
音
声
案
内
）

　

本
渡
・
松
島
地
区
清
掃
セ
ン
タ

ー
で
は
、
毎
月
29
日
〜
31
日
は
設

備
の
点
検
・
整
備
の
た
め
「
燃
や

せ
な
い
ご
み
」
の
持
ち
込
み
（
処

理
）
が
で
き
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
天
草
広
域
連
合
・
環
境
衛
生
課

施
設
管
理
係
☎
㉗
０
８
８
８

　

市
で
は
、
漏
水
を
早
期
発
見
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
上
水
道
漏
水

調
査
（
本
管
と
メ
ー
タ
ー
ま
で
の

供
給
管
）
を
実
施
し
ま
す
。

　

委
託
を
受
け
た
業
者
が
、
身
分

証
明
書
を
携
帯
し
て
各
戸
を
調
査

し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
（
騒
音
の
少
な
い
夜
間
に

行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
）。

　

な
お
、
調
査
に
伴
う
費
用
を
直

接
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
請
求
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
明
な
点

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
＝
９
月
17
日
㊋
か
ら
12
月

20
日
㊎
ま
で
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）。

▼
調
査
範
囲
＝
●
本
渡
地
区
（
枦

宇
土
町
、
亀
場
町
食
場
、
楠
浦

町
、志
柿
町
、瀬
戸
町
、下
浦
町
）

●
牛
深
地
区
（
岡
東
１
・
２
、

天
附
、
元
下
須
、
天
附
無
水
源
、

吉
田
１
・
２
、
大
脇
、
上
揚
、

村
田
、か
じ
や
、明
石
、中
の
浦
、

大
の
浦
）●
御
所
浦
地
区
（
本

郷
、
古
屋
敷
、
唐
木
崎
、
元
浦
、

大
浦
、
上
脇
、
下
脇
、
上
竹
地
、

下
竹
地
、
越
地
、
外
平
）●
五

和
地
区
（
小
串
、
町
、
浦
園
、

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に

　
　
　
　
　

ご
協
力
を
！

本
渡
・
松
島
地
区
清
掃
セ
ン
タ
ー

へ
の
直
接
持
ち
込
み
に
つ
い
て

※詳しいことは□問に
　お問い合わせください。

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え
に

　
　
　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

使
っ
て
実
感
！
ネ
ッ
ト
で

申
告
「
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
」

漏
水
調
査
に
ご
協
力
を

行
　
政

行
　
政

イ
ー　
　

タ
ッ
ク
ス

←

←


